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「ベトナム株式」のインターネット取引開始のお知らせ 

 

 

 株式会社ＳＢＩ証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：澤田安太郎、以下「当社」という。）は、2011 年

11 月 28 日（月）より外国株式取引のサービス拡充の一環として、これまで注文専用ダイヤルでのお取引に限ら

れていたベトナム株式をインターネットでもお取引いただけるサービスを開始することとなりましたのでお知

らせいたします。 

 

記 

 
 このたび、ベトナム株式取引の利便性向上のため、これまでの注文専用ダイヤルでのお取引に加え、2011 年

11 月 28 日（月）より、インターネットでの注文が可能になります。インターネットでの注文開始により注文可

能時間が大幅に拡充され、これまで以上に多くのお客様に資産運用手段として「ベトナム株式」をご活用いただ

けることと期待しております。 

 

 

■ ベトナム株式のインターネット取引が可能に！ 

 

これまで注文専用ダイヤルよりお取引いただいておりましたベトナム株式がインターネットでご注文いただけ

ます。外貨建商品取引サイトをご利用ください。 

 

 

＜メインサイト（ログイン後＞            ＜外貨建商品取引サイト＞ 

 

 
※ベトナム株式の端株注文は電話注文のみとなります。 

※ベトナム株式取引の決済方法はベトナムドンによる外貨決済のみのお取り扱いとなり、事前にベトナムドンの

為替取引が必要です。 

※当社から各取引所への発注は 1日に 1回となりますので、現地取引所の取引時間にあわせたリアルタイムでの

お取引ではございません。 
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■ ベトナム株式のインターネット取引開始に伴い、注文可能時間が大幅拡充！ 

 

・インターネット 

月曜日～金曜日 00:00～9:30（当日注文）、13:00～24:00（翌日注文、金曜日は翌立会日注文） 

（日本時間、メンテナンス時間を除く） 

※土曜日・日曜日は一部の時間を除き、翌立会日の発注予約注文が可能です。 

※祝日により当社が非営業日の場合においてもベトナム市場の営業日にあたる場合は、インターネット受付注文

を当該市場へ発注します。 

 

・ご注文専用ダイヤル 

当社営業日 8:30～9:30（当日注文）、13:00～17:00（翌日注文、金曜日は翌立会日注文） 

（日本時間） 

 

 
(注 1) 金曜日 13:00 以降および土曜日・日曜日の注文受付につきましては、翌立会日(翌ベトナム市場営業日)

に発注する予約注文を受け付けます。翌立会日(翌ベトナム市場営業日)が月曜日・水曜日・金曜日である場合に

は買付注文のみ受け付け、火曜日・木曜日である場合には売却注文のみ受け付けます。 

 

■ ベトナム株式取引手数料を改定いたします 

 

ベトナム株式のインターネット取引開始により、2011/11/28（月）約定分より取引手数料を改定いたします。 

 

・インターネットコース インターネット注文 取引手数料 

約定代金の 2.1％（税込）/最低手数料：1,260,000 ベトナムドン（税込） 

 

・インターネットコース 注文専用ダイヤル注文 取引手数料 

約定代金の 2.793％（税込）/最低手数料：1,260,000 ベトナムドン（税込）  

 

※売却代金が最低手数料に満たない場合、約定代金の 52.5％（税込）を手数料といたします。 

※売却時に売却代金の 0.1％をキャピタルゲイン税として徴収いたします。 

※一口注文は採用しておりません。 

※1注文の約定代金に対して手数料が決まります。 

※国内株式委託手数料体系とは異なりますのでご注意ください。 

※ダイレクトコース及びＩＦＡコースの手数料につきましては当社ＷＥＢサイトにてご確認ください。 

 

このたびのベトナム株式のインターネット取引開始に加え、ロシア株式につきましても、2011 年 12 月 19 日

（月）よりインターネット取引を開始する予定となっております。 

 

当社は今後も、「顧客中心主義」の経営理念のもと、個人投資家の皆様へ最適な投資環境を提供できるようサ

ービスの拡充に努めてまいる所存です。 

 

サービスの詳細につきましては、当社 WEB サイトにてご確認ください。 

（http://www.sbisec.co.jp/） 

 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

商号等  株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 

登録番号 関東財務局長（金商）第 44 号 
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加入協会 日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会 

 

＜手数料及びリスク情報について＞ 

外国株式の取引にあたっては、所定の手数料がかかります（手数料はお客様の取引コース、取引チャネルや

外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません）。  

外国株式の取引は、株価や為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 

詳しくは、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は上場有価証券等書面

をご確認ください。 

 

*************************************************************************************************** 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画部 03-5562-7215 
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